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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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２
７
２
兆
円
に
達
す
る
こ
と

が
全
労
連
・
労
動
運
動
総
合

研
究
所
の
調
べ
で
分
か
っ

た
。
一
方
、
民
間
企
業
労
働

者
の
平
均
賃
金
は
ピ
ー
ク

だ
っ
た
１
９
９
７
年
の
４
６

７
万
円
か
ら
２
０
１
２
年
に

は
４
０
８
万
円
と
　
万
円
も

60

減
っ
て
い
る
。
公
務
員
も
民

間
準
拠
、
さ
ら
に
憲
法
違
反

の
賃
下
げ
を
強
い
ら
れ
て
い

る
▼
安
倍
首
相
は
、
消
費
税

増
税
を
控
え
、
労
働
者
の
賃

金
を
増
や
す
と
言
い
、
財
界

に
要
請
し
て
い
る
が
、
そ
の

お
土
産
と
し
て
復
興
特
別
法

人
税
の
一
年
前
倒
し
廃
止
を

含
め
た
大
幅
な
法
人
税
減
税

を
行
っ
て
い
る
▼
本
来
賃
上

げ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
黙
っ
て
い
て
は
勝
ち
取

れ
な
い
。
官
民
一
体
の
春
闘

で
た
た
か
っ
て
こ
そ
勝
ち
取

れ
る
。

　
資
本
金
　10

億
円
以
上
の

大
企
業
の
内

部
留
保
が
前

の
年
よ
り
５

兆
円
増
え
、

〈
出
題
〉
九
段
　
西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

（
　
分
で
二
段
）

10

『庶民大増税の税制について検証する』
─国民本位の税財政をめざして─

税
研
全
国
集
会

　
第
　
回
税
研
全
国
集
会
が
、
１
月
　
日
か
ら
　
日
の
２
日
間
、
愛
知
県
蒲
郡
市
に
お
い
て
、

53

11

12

組
合
員
、
税
理
士
、
外
部
団
体
1
4
5
名
の
参
加
者
を
迎
え
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
集
会
は
、
①
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
「
税
財
政
」
の
本
質
、
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
②

「
不
公
正
税
制
」の
実
態
を
分
析
し
民
主
的
税
財
政
改
革
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
③
改
正

通
則
法
下
に
お
け
る
職
場
の
現
状
と
国
民
本
位
の
税
務
行
政
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
等
を
目

的
に
開
催
さ
れ
、
今
後
も
学
習
・
運
動
を
進
め
て
い
く
事
を
確
認
し
閉
会
し
ま
し
た
。

林税研推進委員長あいさつ（要旨）

　2014年4月から消費税の増税が決定さ
れました。消費税は生活必需品を含めほ
とんどの商品やサービスが課税対象にな
り、所得の少ない層ほど重い負担になりま
す。2013年度補正予算では、低所得者･子
育て世帯への現金給付が盛り込まれまし
たが、一回限りのもので負担増や消費税の
持つ逆進性を解消するものではありませ
ん。事業者にとっても消費税増税分を価
格に転嫁できる保証は全くありません。
　一方で、2014年度税制改正大綱では復
興特別法人税の1年前倒しでの廃止等大企業に対しては大きな支
援を行う内容となっています。

　改正国税通則法については、納税者権利憲章が盛り込まれな
かったことや、事前通知の期間が明確になっていないこと。事前
通知・調査結果の説明が書面でなされないなど問題点もあります。
　実務では、通則法に基づく手続きがきちんと行われているか逐
一チェックしています。また、処分を行う場合の理由付記も大き
な負担になっています。その結果、2012年度の法人税の調査件
数は93千件でした。対前年比72．6％の件数にとどまっていま
す。調査件数減少の原因は通則法による事務負担の増加のためで
す。所得税や相続税の調査でも件数は大幅には減少しています。
引き続き納税者権利憲章の制定などを求めていくとともに、現行
法の中でも、民主的な税務行政が行われ国税職員にとっても労働
強化を阻止するよう運動をしたいと思います。
　「税務職員の税金知らずをなくそう」とはじめられた税研全国集
会も53回を数えるまでになりました。本集会の中心テーマは「庶
民大増税の税制について検証する」です。この集会を国民本位の
税財政をめざすための第一歩にしたいという決意を申し上げて主
催者を代表しての挨拶といたします。
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　阿部委員長あいさつ（要旨）

　「決められない政治」と批判を浴び、政権の
座を追われた民主党に変わり自民党政権が復
帰してからはや一年が経ちました。
　特定秘密保護法の強行採決や年末の靖国神
社参拝に見られるように、自民党政権の横暴
ぶりは目に余るものがあります。
　軍備拡大路線を許し、アメリカ言いなりの

「戦争できる国」にさせてはいけません。多くの国民と連帯して、憲
法を変えさせない、平和を守る運動を大きく広げていく必要があり
ます。
　消費税増税を控え、労働者の賃金を増やすと言い、賃上げを財界
に要請しています。そのための復興特別法人税の一年前倒し廃止を
含めた大幅な法人税減税と説明してきました。私たち働く者にとっ
ては本来、賃上げは当然のことです。
　ここ２年間、公務員賃金は震災復興を口実に7.8%削減されてき
ています。この不当な賃金切り下げは３月で終わりとなります。国
公労連が「憲法違反の賃下げは認めない」と裁判闘争をおこなって
いる成果だと思います。ただ、政府は新たな公務員賃金の切り下げ
を画策しています。今年の春闘では、官民一体となって大幅な賃上
げを勝ち取る闘いに結集していきたいと考えています。
　消費税は、労働者の下請け化や派遣労働者を増加させています。
労働運動として派遣労働者も含めた組織化の運動を進めていくこと
が求められます。
　これからも、税に携わる労働者として、税制・税務行政の民主化
を掲げて、また、組織された労働者として働く者の労働条件改善の
ために運動していきます。
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集
会
の
冒
頭
、
林
登
美
夫

税
研
推
進
委
員
長
よ
り
開
会

の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し

た
。
消
費
税
の
増
税
な
ど
税

制
改
正
の
動
向
や
、
国
税
通

則
法
改
正
後
1
年
が
経
過
し

た
職
場
の
現
状
な
ど
に
言
及

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全

国
税
の
阿
部
富
次
中
央
執
行

委
員
長
、
来
賓
の
佐
々
木
憲

昭
衆
議
院
議
員
、
国
公
労
連

の
九
後
健
治
書
記
次
長
よ
り

挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
木
村
和
由
税
研

事
務
局
長
よ
り
基
調
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。
2
0
1
4
年

度
予
算
案
の
状
況
、
2
0
1

4
年
度
税
制
改
正
大
綱
の
内

容
、
税
務
の
職
場
の
現
状
な

ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

関
西
大
学
・
鶴
田
廣
巳
教
授

　
関
西
大
学
の
鶴
田
廣
巳
教

授
よ
り
、「
日
本
の
財
政
と

租
税
国
家
の
危
機
」
と
題
し

て
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
多
国
籍
企
業
が
タ
ッ
ク

ス
ヘ
イ
ブ
ン
な
ど
を
利
用
し

た
租
税
回
避
を
行
う
現
状

や
、
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
の

れ
の
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
議
論

が
さ
れ
ま
し
た
。
分
科
会
後

の
全
体
集
会
で
は
、
消
費
税

増
税
が
行
わ
れ
る
な
ど
厳
し

い
状
況
の
中
で
、
参
加
者
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
運
動
を
し

て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
日
本
の
財
政
状
態
が
悪

化
し
た
原
因
や
安
倍
政
権
の

政
策
の
危
う
さ
な
ど
に
つ
い

て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

　
二
日
目
は
、
税
財
政
分
科

会
と
税
務
行
政
の
二
つ
の
分

科
会
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ

　
寄
せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
全
国
労
働
組
合
総
連
合

　
全
税
関
労
働
組
合

日本共産党
佐々木憲昭衆議院議員

◇
◇
ご
来
賓
の
方
が
た
◇
◇国公労連

九後健治書記次長
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朝
っ
ぱ
ら
か
ら
伝
達
、
必

要
あ
る
の
？

【
近
畿
・
京
滋
支
部
】　

　
大
津
署
で
は
　
月
９
日
、

12

８
時
半
の
早
朝
突
然
、
副

署
長
に
よ
る
伝
達
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
内
容
は
す
べ

て
『
他
署
の
事
』
で
、
領

収
証
書
の
誤
送
付
や
青
色

取
消
通
知
書
の
誤
送
付
な

ど
。
こ
れ
ま
で
も
大
津
署

で
は
盗
撮
事
件
や
誤
送
付

な
ど
は
起
き
て
い
ま
す
が

…
…
。「
朝
っ
ぱ
ら
か
ら
伝

達
す
る
必
要
あ
る
の
」「
ま

だ
、
ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
時
間
や
の
に
」
や
「
お

得
意
の
Ｗ
Ａ
Ｎ
メ
ー
ル
で

連
絡
す
れ
ば
事
足
り
る
の

に
」
な
ど
。
こ
れ
ら
事
案

は
緊
急
対
応
事
案
で
あ
る

こ
と
は
理
解
し
ま
す
が

…
…
。
局
長
に
は
す
べ
て

報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
あ
ま
り
に
も
事
務
処

理
誤
り
が
多
い
か
ら
伝
達

が
さ
れ
た
の
か
詳
細
は
不

明
で
す
が
。
一
職
員
か
ら

す
れ
ば『
署
幹
部
は
幹
部
と

し
て
職
員
へ
は
ち
ゃ
ん
と

伝
達
し
た
。
何
か
事
務
処

理
誤
り
な
ど
事
件
を
起
こ

し
た
ら
職
員
個
人
の
責
任

だ
』
と
言
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
も
秘
密
保
護
？

　
発
令
日
さ
え
知
ら
せ

ず
　
月
２
日
に
５
級
な
ど

12
の
下
期
発
令
が
あ
っ
た
の

み
な
さ
ん
知
っ
て
ま
す

か
？
　
発
令
予
定
者
に
は
「
金

曜
は
に
出
張
し
な
い
よ
う

に
」
と
統
括
官
な
ど
か
ら

連
絡
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、

発
令
さ
れ
な
い
者
は
発
令

が
あ
っ
た
こ
と
さ
え
知
ら

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
全
国
税
近
畿
地
連
で
は
、

以
前
か
ら
職
員
へ
事
前
に

伝
達
を
行
え
、
と
当
局
に

要
求
し
て
い
ま
す
が
、
一

向
に
改
善
し
よ
う
と
し
ま

せ
ん
。

　
新
人
事
制
度
（
評
価
）

は
形
骸
化
同
然
。
指
導
も

さ
れ
な
い
、
こ
れ
じ
ゃ
全

然
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
上

が
り
ま
せ
ん
。『
風
通
し
の

良
い
職
場
を
』
と
言
っ
て

も
全
然
説
得
力
が
あ
り
ま

せ
ん
よ
ね
。

管
運
は
１
月
か
ら
大
盛
況

【
東
海
・
一
宮
分
会
】

　
年
明
け
早
々
、
新
現
金

領
収
機
の
導
入
で
現
金
領

収
と
証
明
等
手
数
料
を
１

台
の
機
械
で
処
理
し
て
い

ま
す
。
領
収
処
理
の
間
は
、

証
明
手
数
料
は
待
機
し
て

い
ま
す
。

　
今
年
は
、
入
札
指
名
願

い
の
当
り
年
で
納
税
者
の

絶
え
る
状
況
は
な
か
な
か

来
ま
せ
ん
。
窓
口
は
非
常

勤
職
員
が
前
面
で
対
応
し

て
い
ま
す
が
職
員
も
当
然

対
応
を
必
要
と
し
て
い
ま

す
。
年
末
調
整
後
の
源
泉

所
得
税
や
合
計
表
の
提
出

と
収
受
作
業
と
併
せ
て
大

変
忙
し
い
状
況
で
す
。
今

後
の
受
付
対
応
は
ど
う
な

る
で
し
ょ
う
か
。　

　
昨
年
の
確
申
期
は
法
人

部
門
か
ら
の
応
援
を
全
面

的
に
受
け
て
行
い
ま
し
た
。
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 全国税、いのちと
 　健康を守る

 要求書提要求書提出出

超
勤
削
減
・
超
勤
手
当
の

全
額
支
給
を

　
東
海
地
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
定
時
に
帰
れ
な
い
（
定

時
退
庁
日
以
外
）職
員
が
　
・
29

5
％
（
前
年
　
・
4
％
）
と

27

増
え
て
い
ま
す
。
北
陸
地
連

の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
定
時

に
全
く
帰
れ
な
い
職
員
が
　３２

％
（
前
年
　
％
）
と
増
え
て

２８

お
り
、
時
間
内
に
仕
事
が
こ

な
せ
な
い
状
況
が
現
れ
て
い

ま
す
。

　
超
勤
手
当
に
つ
い
て
も
、

全
額
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員

が
東
海
地
連
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
　
・
4
％
（
わ
か
ら
な
い

49
が
　
・
3
％
）、
北
陸
地
連
ア

33
ン
ケ
ー
ト
で
は
　
％
（
前
年

４８

は
　
％
）
し
か
い
ま
せ
ん
。

３９
東
京
局
芝
署
以
外
で
も
、
た

だ
働
き
が
蔓
延
し
て
い
ま

す
。

遠
距
離
通
勤
・
通
勤
費
 

持
ち
出
し
は
や
め
ろ

　
東
海
地
連
の
設
問
は
、
片

道
の
通
勤
時
間
で
す
が
都
市

局
で
も
９
％
の
職
員
が
1
時

間
　
分
以
上
の
長
時
間
通
勤

30
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
北
陸
地
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、
通
勤
費
を
自
己
負
担

し
て
い
る
職
員
が
　
％
と
の

６１

結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
過
去
、
兵
庫
県
の
洲
本
署

職
員
の
通
勤
費
持
ち
出
し
を

取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
三
宮

在
住
者
以
遠
は
持
ち
出
し
で

す
。
全
国
の
新
幹
線
通
勤
者

も
当
然
持
ち
出
し
で
す
。
公

　
昨
年
秋
、
全
国
税
東
海
地
連
と
北
陸
地
連
は「
仕
事
と

暮
ら
し
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
賃
下
げ
に
よ
る
不
安
や
、
通
則
法
改
正
等
に
よ
る
仕

事
量
の
増
加
に
よ
る
労
働
強
化
の
実
態
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。（
税
研
報
告
集
・
機
関
紙
か
ら
抜
粋
）

　賃下げ・退職金削減で将来に不安

　通則法改正・超勤・遠距離通勤で大変

生
活
で
き
る
収
入
を

　
東
海
地
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
現
在
・
将
来
の
不
安
に

つ
い
て
集
約
し
ま
し
た
。
不

安
が
あ
る
と
の
回
答
が
　
・
51

6
％
で
し
た
。
内
容
と
し
て

は
、
給
与
・
手
当
が
　
・
9

24

％
、
退
職
金
・
年
金
が
　
・
19

3
％
と
な
り
、
経
済
面
で
の

不
満
・
不
安
が
顕
在
化
し
て

い
る
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　
北
陸
地
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、
賃
下
げ
に
よ
る
家
計

に
つ
い
て
集
約
し
て
い
ま

す
。
毎
月
赤
字
と
答
え
た
職

員
は
　
％
（
前
年
　
％
）、
切

22

26

り
詰
め
て
い
る
と
の
回
答
は

　
％
（
前
年
　
％
）
と
賃
下

57

60

げ
に
よ
り
、
余
裕
の
な
い
実

態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。

時
給
を
上
げ
て
下
さ
い

　
当
局
は
補
助
業
務
を
や
っ

て
も
ら
っ
て
い
る
と
回
答
し

て
い
ま
す
が
、
実
態
は
準
職

員
並
み
の
仕
事
に
従
事
さ
せ

て
い
ま
す
。
全
国
税
は
税
務

職
を
ベ
ー
ス
に
し
た
時
給
の

賃
上
げ
を
要
求
し
て
い
ま

す
。

①
確
定
申
告
時
期
に
、
短
期

の
ア
ル
バ
イ
ト
さ
ん
と
同
じ

時
給
と
い
う
の
は
ど
う
か
と

思
い
ま
す
。

②
た
と
え
少
し
で
も
一
時
金

が
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い

で
す
。

③
地
域
に
よ
り
賃
金
に
格
差

が
あ
る
こ
と
は
お
か
し
い
と

思
い
ま
す
。

不
安
・
不
満
を
 

　
　
解
消
し
て
下
さ
い

　
雇
用
更
新
に
対
す
る
不
安

が
圧
倒
的
で
す
（
グ
ラ
フ
）

　
ま
た
、
職
員
同
様
窓
口
業

務
に
対
す
る
負
担
の
声
も
多

く
聞
か
れ
ま
す
。
安
心
し
て

　
全
国
税
は
、
非
常
勤
職
員
の
皆
さ
ん
の
労
働
条
件
改
善
を
要
求
し
、
実
現
さ
せ

て
き
ま
し
た
。
反
面
、
昨
年
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
3
月
に
契
約
更
新

さ
れ
る
か
不
安
だ
」
等
の
、
多
く
の
非
常
勤
職
員
の
皆
さ
ん
か
ら
の
切
実
な
要
求

が
、
全
国
税
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
全
国
税
は
局
長
、
署
長
に
「
非
常
勤
職
員
の

雇
い
止
め
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
要
求
書
」
を
提
出
し
ま
す
。

働
け
る
環

境
が
必
要

で
す
。

①
年
度
末

に
な
る
と

雇
用
の
不

安
が
あ
り

ま
す
。
県

や
市
の
場

合
だ
と
雇

用
終
了
後

の
準
備
が

出
来
ま
す

が
、
税
務

署
は
年
度

末
に
前
触

確申期、一人の死者も出すな

務
の
要
請
で
通
勤
さ
せ
る
な

ら
全
額
支
給
す
べ
き
で
、
そ

れ
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば

遠
距
離
通
勤
を
な
く
す
べ
き

で
す
。

通
則
法
改
正
で
 

　
　
事
務
量
増
加

　
実
地
調
査
件
数
が
約
3
割

減
少
し
た
と
当
局
は
発
表
し

ま
し
た
。
東
海
地
連
の
ア
ン

仕事と暮らしのアンケート

れ
も
な
く
雇
用
終
了
と
な

り
、
次
の
勤
め
先
探
し
に
困

り
ま
す
。

②
窓
口
業
務
に
立
た
せ
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
に
集

中
し
そ
う
な
内
容
を
十
分
に

研
修
す
べ
き
で
は
。

セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
は
 

や
め
て
下
さ
い

　
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、

最
大
の
問
題
点
は
約
一
割
の

非
常
勤
職
員
が
パ
ワ
ハ
ラ
を

受
け
た
と
回
答
し
た
こ
と
で

す
。
職
員
同
様
改
善
を
求
め

ま
す
。

①
以
前
総
務
課
長
補
佐
か
ら

パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
。
そ
の

頃
を
思
え
ば
今
は
人
間
関
係

の
不
満
は
無
く
働
き
や
す
い

の
で
、
あ
り
が
た
い
で
す
。

②
名
前
で
な
く
、「
ア
ル
バ

イ
ト
」
さ
ん
と
、
呼
ば
れ
る

の
が
嫌
で
す
。

③
非
常
勤
の
立
場
だ
と
意
見

が
出
し
に
く
い
。
モ
ノ
扱
い

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

職
員
並
の
健
康
管
理
を

ケ
ー
ト
で
は
事
務
量
増
加
の

原
因
と
し
て
調
査
手
続
き
の

　
長
官
、私
た
ち
非
常
勤
職
員
の

　
　
　
　
要
求
を
実
現
し
て
下
さ
い

　
全
国
税
は
2
月
3
日
を

「
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
行

動
日
」
と
し
て
、
①
健
康
保

持
を
最
優
先
と
し
た
事
務
運

営
を
お
こ
な
う
こ
と
②
必
要

な
要
員
を
確
保
し
、
超
勤
を

前
提
と
し
た
過
重
な
負
担
を

さ
せ
な
い
③
超
勤
の
温
床
で

あ
る
受
付
時
間
5
時
ま
で
を

4
時
と
す
る
④
平
常
事
務
に

支
障
を
き
た
す
日
曜
開
庁
を

や
め
る
よ
う
、
全
国
各
地
で

確
定
申
告
期
課
題
を
中
心
と

し
た
要
求
行
動
を
実
施
し
ま

す
。

国税通則法改正後の事務について 
（個人・資産担当職員）複数回答

 34.5%　  調査手続きが煩雑である
 34.5%　  作成する書類が多すぎる
   6.4%　  研修が足りなかった
7.2%　  目的・趣旨がよくわからない
 13.6%　  調査がやりにくくなった
3.8%　  その他

煩
雑
さ
と
作
成
書
類
の
多

さ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
調
査
件
数
を
元
に
戻
す
こ

と
は
時
期
尚
早
で
す
。

　
感
染
症
へ
の
対
応
が
遅
れ

て
い
ま
す
。
職
員
に
だ
け
、

予
防
策
を
取
れ
ば
い
い
の
か

が
疑
問
で
す
。

　
①
職
員
同
様
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
受
け

た
い
。（
多
数
回
答
）

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵

9 　受けた
　セクハラ 16 　見た

186 　ない

211 合　計

29 　受けた
　パワハラ 44 　見た

155 　ない

288 合　計

訂
正
と
お
詫
び
　
前
号
本
欄
、
東
大
阪
の
記
事
中
の
メ

ン
タ
ル
研
修
・
個
別
研
修
時
間
が
「
一
人
　
分
」
と
あ

６０

り
ま
し
た
が
「
一
人
　
分
」
の
記
載
ミ
ス
で
し
た
。
訂

10

正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


